
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

 

                         ※デスクマット等に挟んでご利用ください。 

発行責任者 / 小 林 政 仁  
発  行  日 / 2025年 2月1日 

No.社報タイトル「一心」は社内で

掲げる２０２５年の標語です。 

●３月１０日 

１.２月分源泉所得税･住民税の特別徴収税額の納付 

●３月１７日 

２.前年分贈与税の申告 

   申告期間･･･２月３日から３月１７日まで 

３.前年分所得税の確定申告 

   申告期間･･･２月１７日から３月１７日まで 

４.所得税確定損失申告書の提出  

５.前年分所得税の総収入金額報告書の提出 

６.確定申告税額の延納の届出書の提出 

  延納期限･･･６月２日 

７.個人の青色申告の承認申請 

(１月１６日以後新規業務開始の場合は、その業務開始日から２か月以内) 

 ８.個人の道府県民税･市町村民税･事業税(事業所税)の申告 

●３月３１日 

 ９.個人事業者の前年分の消費税及び地方消費税の確定申告 

 10.１月決算法人の確定申告〈法人税･地方法人税･消費税及び地方消費税･法人事業税･ 

(法人事業所税)･法人住民税〉 

 11.１月,４月,７月,１０月決算法人及び個人事業者(前年１２月分)の３月ごとの期間短縮

に係る確定申告〈消費税及び地方消費税〉 

 12.法人・個人事業者(前年１２月分及び当年１月分)の１月ごとの期間短縮に係る確定申告 

〈消費税及び地方消費税〉 

 13.７月決算法人の中間申告〈法人税･地方法人税･消費税及び地方消費税･法人事業税･法人

住民税〉(半期分)  

 14.消費税の年税額が４００万円超の４月,７月,１０月決算法人の３月ごとの中間申告 

〈消費税及び地方消費税〉 

 15.消費税の年税額が４,８００万円超の１２月,１月決算法人を除く法人の１月ごとの 

中間申告(１１月決算法人は２か月分)〈消費税及び地方消費税〉 



 
 

 

令和７年１月２１日（火）に弊社の恒例行事である「川崎大師

での祈願」及び「中間決算報告会」を行いました。  

 

 
    
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

雪が解けたら何になる？ 

宍戸 真理子 

 

皆様こんにちは。まだまだ寒い時期が続きますね。 

毎年この時期になると思い出すエピソードがあります。 

とある小学校の理科の授業で、「雪（氷）が解けたら何になりますか？」 

の問いに「水」ではなく「春」と答えた児童がいました。 

児童の家業は農家です。毎年父親は、雪が解けたら春になって 

忙しくなるなあと言っているのでそう答えたそうです。 

理科の授業としてはこの答えは不正解ですが、国語の授業であったなら 

二重丸を付けてあげたいと思うくらい素晴らしい解答だと感服しました。 

皆様はどちらの答えになりましたでしょうか？ 

雪が解けたら･･･。 

 

  

 

 

 事業繁栄・交通安全等の初祈願を行ったのち、各種報告、 

「小林合同会計の付加価値とは何か？」をテーマにグループ

ディスカッションをしました。 

 より良い事務所を創る上で貴重な時間となりました。 


